
（１）飯山市地域防災計画の位置付けと概要

国や県の防災方針、市の情勢を勘案して検討を加え、必要があるときには計画を修正する

  

（２）飯山市防災会議の概要

・災害対策基本法第16条の規定に基づき設置

　（組織の構成や所掌事務は飯山市防災会議条例で規定）

・所掌事務（飯山市防災会議条例から抜粋、一部要約）

　① 飯山市地域防災計画の作成とその実施の推進

　② 市長の諮問に応じて市域に係る防災に関する重要事項を審議

　③ ②の重要事項に関して市長に意見を述べること

　④ その他法律・政令によりその権限に属する事務

・組織（飯山市防災会議条例から抜粋、一部要約）

　① 会長は市長が務める

　② 会長に事故があるときは職務代理者（副市長）がその職務を代理する

　③ 委員構成（市長が委嘱）

　　指定地方行政機関の職員、陸上自衛隊の隊員、長野県職員（知事の部内）、

　　長野県警察の警察官、市議会議員、市職員、教育長、消防団長、

　　指定公共機関又は指定地方公共機関の職員、

　　自主防災組織を構成する者又は学識経験者

飯山市地域防災計画・飯山市防災会議について（概要）

防災基本計画（国）
【中央防災会議が作成】

資料１

長野県地域防災計画
【長野県防災会議が作成】

災害対策基本法に基づき、中央防災会議が作成する国

の防災に関する総合的かつ⻑期的な計画で、指定⾏政機

関や指定公共機関が作成する防災業務計画や、⾃治体が

作成する地域防災計画の基本となるもの

飯山市地域防災計画

【飯山市防災会議

が作成】

災害対策基本法及び防災基本計画に基づき、県の特殊

性を加味しながら、防災に関わりのある国の機関、市町

村、公共機関、県民の防災に関して処理すべき基本的な

事項や責務について定めるもの

災害対策基本法、防災基本計画に基づき、長野県地域

防災計画の内容に則して、市の特殊性を加味しながら、

防災に関わりのある国・県の機関、公共機関、市民の防

災に関して処理すべき基本的な事項や責務について定め

るもの



（３）飯山市地域防災計画（修正案）の構成

第1編 総 則

第2編 風水害対策編

第3編 地震災害対策編

※章構成は風水害と同様

第7編 資料編

各節

各節

各節

第1章 災害予防計画

第2章 災害応急対策計画

第3章 災害復旧・復興計画

第4編 雪害対策編

第1節 災害予防計画

第2節 災害応急対策計画

第1章 航空災害対策

第2章 道路災害対策

第3章 鉄道災害対策

第6編 その他の災害対策編
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第5編 原子力災害対策編 第2章 災害予防計画

第3章 災害応急対策計画

第1章 総則

第1章 災害予防計画

第2章 災害応急対策計画

第3章 災害復旧・復興計画

・
・
・

・
・
・

各節

各節

今回の協議部分：本編（第１編～第６編）


